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 税(料)目                                       督促状  
　　あなたの　税(料)目　　　　　　　　　　　　　が下記のとおり
　未納になっておりますので、納付について確認のうえ、至急市役所
窓口または指定金融機関にて納付してください。

	課税：平成　　年度　徴収：平成　　年度
	　　　　期

	通 知 書 番 号
	

	納　　期　　限
	平成　　年　　月　　日

	  税　額（保険料）
	　　　　　　　　　　　円

	　れすたで前に期督ま促で状のが未発納付　　　額さ　　　　　　　　　　
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　平成　　年　　月　　日

北海道美唄市長　　　　　　　㊞　　


· 本状発付前にお納めの方について事務処理上行き違いと
なる場合がありますので、ご了承ください。
	
	注 意 事 項

	滞納処分


 
督促状を発布した日から起算して１０日を経過した日までに完納
されないときは、滞納処分（財産等の差押え）を受けることになり
ます。また、市税については、滞納処分と合せて「市税の滞納に対
する制限措置に関する条例」により行政サービスの利用の制限を受
けることとなります。
　　※ 特別の事情で納付が困難な場合は、ご相談に応じますので至急、
　　ご連絡ください。

	延滞金



納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、特例基準割合に年
　　　　　7.3％（納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間はその特
例基準割合に1.0％を加算した割合）の割合を乗じて計算します。

	不服申立



この督促状に不服がある場合には、本状を受け取った日の翌日か
ら起算して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができま
す。

	納付の方法



さきに送付した納税（納入）通知書で納付してください。なお、
納税（納入）通知書を紛失された方は市役所税務課で再発行します
ので、ご請求ください。

	納付の場所


・北洋銀行本支店　　　　　　・峰延農業協同組合
・北海道銀行本支店　　　　　・いわみざわ農業協同組合　大富支所
・空知信用金庫本支店　　　　・市役所内派出所
・空知商工信用組合本支店　　・市役所税務課
・北海道労働金庫岩見沢支店　・道内ゆうちょ銀行・郵便局
・美唄市農業協同組合



